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プロフィール2関与裁判例等

別紙11 国民審査公報掲載文（平成29年10月22日執行）

2主要関与裁判例一覧表

（1）大法廷

（2）第二小法廷（裁判長）

（3） 第二小法廷（裁判長以外の関与事件）
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裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

ご
れ
ま
で
の
裁
判
官
生
活
の
大
部
分
を
裁
判
の
現
場
で
過
ご
し
て
き
ま
し

た
が
、
そ
の
繼
験
か
ら
、
．
裁
判
で
は
、
法
令
及
び
論
理
性
と
と
も
に
、
誠
実

さ
と
共
感
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
．
・
裁
判
官
と
し
て
の
固
い
目
線
が
必
要

で
式
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
原
告
や
被
告
等
だ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
ち
、

心
を
開
い
て
話
し
合
い
、
学
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
た
。
・

ま
た
、
多
様
性
が
増
し
、
変
化
も
著
し
い
現
在
の
社
会
で
あ
る
が
ら
こ
そ
、

な
お
さ
ら
最
高
裁
に
お
い
て
は
、
、
意
識
的
に
多
数
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に

よ
り
客
観
性
を
磨
壹
事
性
の
社
会
的
意
味
を
く
み
取
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
藍
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
視
野
を
広
げ
、
人
の
意
見
を

聞
き
、
議
論
す
る
こ
と
を
心
が
け
な
が
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
適
正
な
判

断
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
．
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六
平
成
二
九
年
九
月
二
七
日
・
大
法
廷
判
決
・
・

平
成
二
八
年
七
月
に
行
わ
れ
た
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
当
時
の
定
数
配

分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区
間
に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、
・
違
憲
の

問
題
が
生
ず
る
程
度
の
著
し
い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え

・
ず
《
右
規
定
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
に
至
っ
だ
い
た
と
は
い
え
な
い
（
多

、
数
意
見
）
率
。

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
平
成
二
八
年
一
二
月
一
九
日
大
法
廷
決
定

、
共
同
相
統
さ
れ
た
普
通
預
金
債
権
、
通
常
貯
金
債
権
及
び
定
期
貯
金
債

権
は
桑
：
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
に
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
・
・
（
全
員
一
致
）
。
．
・

二
平
座
一
九
壬
一
・
一
月
一
五
日
大
法
廷
判
決
‐

・
車
両
に
使
用
者
ら
の
承
諾
な
ぐ
秘
か
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
て
位

置
憶
報
を
検
索
し
把
握
す
る
刑
事
手
続
上
の
捜
査
で
あ
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
迩

は
、
・
令
状
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
強
制
処
分
・
種
あ
る
（
全
員

岬
一
致
莞
．
・
・

三
平
成
二
九
年
四
月
二
六
日
第
二
小
法
廷
決
定
・

行
為
者
が
侵
害
ぞ
予
期
し
た
上
で
対
抗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
正
当
防

衛
に
お
け
る
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
、
対
抗
行
為
に
先
行
す

・
る
事
情
を
含
め
た
行
為
全
般
の
状
況
に
照
ら
し
て
検
討
す
べ
・
き
で
あ
る
と

し
た
と
そ
の
際
の
．
考
慮
要
素
と
判
断
方
法
を
示
し
た
（
全
員
一
致
・
裁

判
長
）
。
・
・

●
●
」
、
●

四
・
平
成
二
九
年
七
月
一
○
日
．
・
第
二
小
法
廷
判
決
．
，

、
特
許
権
者
が
、
‐
・
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
訂
正
の
再
抗
弁
を

主
張
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
特
許
瀦
求
の
範
囲
の
訂
正

を
す
べ
き
旨
の
審
決
等
瀧
確
定
し
た
こ
と
を
理
由
に
事
実
審
の
判
断
を
争

う
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
紛
争
の
解
決
を
不
当
に
遅
延
さ

せ
る
も
の
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
（
全
員
一
致
）
。

五
平
成
二
九
年
九
月
一
五
日
・
第
二
小
法
廷
判
決

《
■
●
今

教
員
採
用
試
験
に
お
い
て
受
験
者
の
得
点
を
操
作
す
る
琴
ど
の
不
正
を

行
っ
た
元
職
員
等
に
対
ま
る
求
償
権
の
一
部
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
違
法

で
は
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
に
は
、
違
法
が
あ
る
（
全
員
一
致
・
・
裁
判

昭
和
五
五
年
四
月

平
成
二
年
四
月

略
歴

長
一

・ ｡

二
四
年

二
六
年

二
七
年

二
八
年

三
月
四
月
二
月
九
月

北
海
道
上
川
管
内
の
東
川
町
生
凌
れ
ゃ
自
然
豊
か
な

然
別
、
釧
路
室
蘭
等
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
後
、

札
幌
南
高
校
に
進
学
し
へ
東
北
大
学
法
学
部
を
卒
業
咽

判
事
補
任
官
・

東
京
地
裁
、
・
最
高
裁
行
政
局
、
釧
路
家
地
裁
、
同
根

室
支
部
等
で
勤
務

判
事
任
官

東
京
地
裁
、
・
札
幌
地
家
裁
、
最
高
裁
調
査
官
、
東
京

高
裁
を
経
て
、
再
度
蕊
京
地
裁
判
事
。
民
事
通
常
部
へ

行
政
部
調
停
・
借
地
非
訟
・
建
築
部
、
商
事
部
（
会

社
更
生
）
．
、
保
全
部
等
の
部
総
括
を
務
め
る
。

水
戸
地
裁
所
長

東
京
高
裁
判
事
（
部
総
括
）

大
阪
高
裁
長
官

最
高
裁
判
事
．

６

Ｔ

Ｉ

寺

■

最
高
裁
判
所
判
事

か
ん
の
ひ
ろ
ゆ
き

菅
野
博
之

昭
和
二
七
年
七
月
三
日
生

～



菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（大法廷）

年月日 種麹 事件番号 裁判官一 咄鎚果. l ｣ 樋見， ． ． 詞例第… 判例時報…判例タイムズ事件名 通称事件名 璽判長 儀考
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（大法廷）’

、..~.･→‐ ‐..､…'.､ ･….． . .i'Z(行ツノb『､1. ..←9.,争･･…．一一’

；令和元年参躍暁賎員！ ；大谷,池上.小池.木澤｡菅野.山口, i x反対恵見)林(景),宮1,6@28,29,3 ,

20201118!判決 O,32,34,3魑挙無効 ｜選挙･一票の格差訴:大谷 i戸倉,林(景),宮崎‘深山,三浦,草I上告棄却:崎宇賀, (意見)三 l ,1480-62 16紙
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一…………-……-…"…－－……-…鱗--……“=－－．…露瀞懲;鶏識､面1一巻"--鍋算野一一一一------…---… ‐------.-…･---. 1令和元年参織院議員‘ i - i2477_j"s｡-" ;6’0201,18判決 ’2(行ﾂ)49 選挙撫効 1選挙._票の格差瀞1大谷 ,戸倉,林(最),富崎.深山.三浦.草|上告棄却嬢瞬離宮i ‐ ､24"_， 。s紙
、-.-..-？ .－_."ー-. -.--...,-.-...－…….職一…‐ ．､.‐ ．_.と.. ;. ‐….…_i野,､茅賀.猿(道)必岡村- -｣'1fe =--､m ..--.,.. ..:_L_i".算野.､";,…..._=j_'----…____. …..-､-....…-.－－－－__..L_－…－…

j大谷,池上.小池.木澤.菅野.山口． ！

”20''2験判決 so(行上)417 :出席停止処分取鎚蕊蕊蕊停止i大谷 ’戸倉‘林(景),宮崎津山.三瀬.草;上舎蕊劃』《補足憩見)宇賀 i74-8-2229 :2476-5 ；6紙，消等 野,宇賀,林(道)，岡村 ‘ ・；ェ巨幸”;-;-.-.---. . ...…---． ‐､--.一.…"-.…-….-…-. ..-.-.』.一.､--･…-.-.;-．－．
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｜原判決中第？
11審原告敗

1訴部分破 ．

20210224判決驚網鐙.霧篭議職畷市孔子廟誘訟I大谷
，大谷,池上.･小池,木謬,菅野,山口， ：梁前項の《 ．I 、

；戸倉,林(景),宮崎.深山;三浦,草1部分につ ：(反対意見)林(景） ；75-2-1
.．(住民誘訟)鯖求． 野.宇賀,林(道)．岡村 、 ’ 壱・第1審； ‘

；被告の控訴j
・ I却下,参加｝ ． ！

：人の控訴蕊；

… ……" ･－－．""･‐‐、－．… … ‘天窓池上,1穂禾澤,管野,山口; i………-種対意見)宮崎津･↑…一"-…-‐
か 一 ･･P.｡ . ･ ･ ･I■合一… ｡ ？ ．薯・ ・←6一･ ･ ･･ ･◆~q ･一つ ←.．

市町村長処分不・ 、

20210623決定 2(ｸ)301 !服申立て却下審i夫婦別姓訴訟 i大谷 、戸倉.宮崎,深山,三浦.草野.宇賀. I抗告棄却賀.草野･ (補足意見) ，

-…‐---…･……‐ ‐ ‘…劃に灘或る抗壹･…-.-…………‐ ……漢潮欝迩総.菅蕊岨↓－－…-．』深山･鰯杜長筑･鱈･…－．－－市町村長処分不‘． ． (反対童見)宮崎‘､字 ・
20210623決定 2(ｸ)102 服申立て却下審・夫婦別姓諒舩 ，大谷 i戸倉,宮崎.深山.三浦.草野･宇賀, ;抗告棄却 ‘賀.草野, (補足意見) l

_…. .． ．.. ､－－ ．．． .‐ ”… “:‐ ‐…』鋤に対す?る抗農..' , .=.._､~.．_－ ‐』林,"岡跡長樹…‐－－－……一_;一室.一一.深山響岡村,､長嶺,､蝉;..…_‐‐
ウ市町村長処分不 i(反対意見)宮崎,字

篭蕊錨蕊:謡鰕: 1錐舎緊却駕草野, (舗尾意見) ：202106231決定 ･2(ク)372 服申立て却下審I夫婦別姓訴訟 ‘大谷
判に対する抗告 ．:林,岡村,長嶺 。 ；深山,岡村,長嶺‘ （意

原判決一部
破棄･第一
審被告の控
訴棄却 ・
第一審原告

2(行ツ)255、在外日本人国民在外日本人国民審査大谷 草野､宇賀､林､岡村､長嶺､安浪､渡の上告棄却（補足意見)宇賀
大谷､菅野､山口､戸倉､深山､三浦、らのその余

’022｡525判決 ：鯛霊O､譲蕊震、 樋確寵顧麟 避､岡､堺 第一審被告
の上告棄却

第一審原告

らのうち1名
の附帯上告
棄却

1

16紙
1 ．
r

1 ．

;2488.2489-5

6紙

紙
手
紙

６
』
６

ｔ
◆
ｂ
Ｆ
４
－
Ｃ
Ｔ
Ｆ

6紙
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（第二小法廷裁判長）還＝ ~

｜集月日 ｜小法到種類｜ 事件番号 ｜ 事件名 ｜

』o崎Ⅷ0， ’決定窒織調§国蒙購償等
20161109 ユ決定 28(受)39＆豊灘主代

28(行ツ)27 特定秘密の保
20161221 2決定 3，28(行上)s護に関する法

17 律無効確認等
建物使用不許

27(行ツ)37 可処分取消
20170201 2決定 7,27(行上)4等,建物明渡，

06 … 使用不許可処
分取消等． 、
現住建造物等

20170208 2決定 28(a)1219放火,殺人,殺
人未遂・
投稿記事削除

20170719 2決定黙り41,2仮処分決定一部認可決定に
対する抗告
求償権行使僻

2017'.915 2判決 28(行上)33 掌繍斥
訟参加

2017092フ ユ決定舅職抵も損害鯖償等
29(*)100,

20170927 2決定 1,29(受)12損害賠償等
51

砺

紙６

ズムイタ例判報時例判集儲判見癒別個

不
不

生
口
◆
生
国

癖
錐
塞
錐

棄
〃
”
不
棄

告
理
告
告

上
受
上
上

貫
本
貫
本
貫

燕
鋤
袖
鋤
弛
鋤

可
菅
鬼
菅
鬼
菅

Ｉ畏判
野
野
娠

裁
菅
菅
善

１
１
１
１
１
１
函

蝿

鐸当
一
釘

名件事鰯

…賎

菅野
鬼丸,山本受理

菅野,小貫，上告棄却,上告不
鬼丸,山本受理

…菅野

讃臘上告棄却菅野

護罐･抗雷棄却菅野

5紙

皿ヨ
踵
し

5紙

原判決一部破棄差
戻,その余の上告
棄却

上告棄却,上告不
受理

上告棄却’上告不
受理

菅野小貫，
鬼丸,山本

菅野 2366一s． 1445－76
Ⅳ§－

蝿
菅野,,小貫，
鬼丸,山本

菅野’小貫，
鬼丸;山本

菅野,小貫
鬼丸,山本

菅野

＆

Vg
菅野

一－－画菅野
20171129 2決定 29(受)1697損害賠償 上告不受理

所得税更正処
分等取消：
所得税増額更
正処分等取消
殺人，殺人未
遂,爆発物取
締罰則違反，
逮捕監禁致
死‘死体損壊
上告棄却決定
に対する異議
申立

重過失致死

殺人,非現住
物等放火
わいせづ略
取,強姦致死，
強姦,監禁,わ
いせつ略取未
遂,逃走未遂

菅野,小貫，
鬼丸,･山本
菅野,鬼丸，
山本。

71－10－
2372=11 1449-85

2235
20171215 2判決

20171220 2決定

28(行上)303

29(行ツ)17．
29.(行上)19

国VSX 菅野

菅野

上告棄却

上告棄却,上告不
受理

6紙

｜
侭
。

ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ

IvS国

画？
菅野,鬼丸,上告棄却菅野
山本

20180118 ..2決定 28(E)1440 6紙

|■I■■■■

讃鬼丸｡ 申立棄却
菅野,鬼丸，上告棄却
山本

菅野,鬼丸，上告棄却
山本，

20180125 2決定 30(す)51 菅野 6紙

L_』謎且
20180131 2決定 28(あ)1678

20180221 2決定 28(E)1035

菅野

菅野 6紙

菅野,鬼丸，上告棄却菅野
山本 、

20180308 2決定 28(a)1885

I
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（第二小法廷裁判長） ‐、

…｡豊鱗篝蕊：
3｡(あ)'8蕊議雲
30(Jf)797 損害賠瞳

29(受)347 地位確認等

住居侵入,強
29(あ)1397盗殺人，占有

離脱物横領

瀧賎＆損害賠償
■■事件再審29(し)718 再審．
請求事件

::職堅]損害“
神奈川県議会

29(行上).404議員政務活動
・喪不正受給確
認・

30(行ﾂ)24公文書開示決
1, 30(行ﾂ)2定取消

照29(し)757 再審請求．

件

3｡("'703"":
灘卿2開門等 諌早湾開門等

請求訴訟
開門差止,諌
早湾干拓地潮．

雛:｡・蕊灘
求並び独立当 、
事者参加

31鮒86 受信料支払請
31"108 求．

31閏624 損害賠償

31園625 損害賠償

so圏'626":鐺に
諌早湾請求異

30(受)1874請求異議
議訴訟

＝－I菅 菅野,兎丸，
山本

菅野,鬼丸，
山本，
菅野,鬼丸，
山本,三浦
菅野｡･鬼丸，
山本､三浦

菅野,鬼丸，
山本,三浦

菅野,鬼丸，
山本,三浦

菅野,鬼丸，
山本,三浦
菅野寵丸，
山本,三浦

菅野,鬼丸，
山本,三浦

菅野,鬼丸，
山本,三浦

菅野,山本，
草野

菅野,山本，
三浦,草野
菅野,山本j
三浦,草野

原判決破棄,控訴
棄却 ．‘ ‐

20180319 2決定 野 6紙72-1-59 2452-83 1473-10

|菅
2決定

2決定

2判決

20180327

20180905

20180914

20181002

20181010

20181010

20181010

野
野
野

上告棄却

上告棄却

上告棄却

5紙

因
|菅 へ

園 ｜菅 2400-96 1457-48

2決定

蛸
．

野 上告棄却

上告棄却上告不
受理

抗告棄却

上告棄却上告不
受理・

原判決破棄,第1審
判決取消,被上告
人の請求棄却

上告棄却,上告不
受理

2決定

2決定

2決定

野
・
野
・
野

6紙,著名

‐

2判決20181116 野 72-6-993 2426－3 1463-68

2決定20190116 沖縄県VS国 菅野

2決定20190318 菅野 抗告棄却 6紙;著名

2決定

2決定

20190327

20190626

菅野

菅野

上告棄却

上告棄却,上告不
受理。

1

1咽
著名:6紙国

辰ﾃ…,。 菅野,山本，上告棄却,上告不
三浦,草野受理一

2決定20190626
6紙

厚-－
「
一

呂~王了、

菅野,山本，
三浦草野

菅野,山本，
三浦,草野
菅野,山本，
三浦,草野

菅野,山本，
三浦,草野

菅野,山本，
三浦,草野

上告棄却,上告不
受理

上告不受理

上告不受理

上告棄却 ”

原判決破棄差戻

密2決定20190724

20190807

20190807

20190809

20190913

菅野 5紙

画
悶

2決定

2決定

2判決

2判決

野
・
野
野
野

菅
菅
菅
菅

函 ！

〃函I
｡

､－－ ‐_＝ -』

6紙‘
①

6紙:著名

73-3言293 2452-35

2434-16

1474－5
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
． （第二小法廷裁判長）

覚せい剤取締
法違反,詐欺
未遂,詐欺

殺人

普天間基地爆
音差止等
朝鮮高校生就
学支援金不支
給違憲損害賠
償

謝罪広告等

謝罪広告等

横田基地飛行
差止等 、

建造物侵入

課徴金納付命
令取消

損害賠償等

再鑑識Iご対
する特別抗告
住民訴訟によ
る違法確認請
求 、
不当利得返還

'一

’ 菅野,三浦，
草野 ，

菅野,三浦，
岡村， ，

菅野，三流
草野,岡村

菅野,三浦，
草野,岡村

菅野三浦，
草野,岡村
菅野,三浦，
草野,岡村
菅野,三浦
草野,岡村
菅野,三浦，
草野,岡村
菅野,三浦，
草野,岡村

菅野,三浦｜
草野,岡村
菅野,草野，
岡村

菅野,三浦，
草野,岡村

原判決破棄,控訴
棄却

抗告棄却

上告棄却’上告不
受理

上告棄却’上告不
受理

上告棄却,上告不
受理・
上告棄却,上告不
受理 ．
上告棄却,上告不
受理

上告棄却

上告棄却,上告不
受理
上告棄却’上告不
受理

抗告棄却

原判決中上告人敗
訴部分を破棄,被上
告人の控訴棄却

20190927

20200608

20200708

2決定 30(a)1.224

2(し)524,2
(し)533
元(才)1244
元(受)1535

2(オ)365‘･2
(受)472

2(オ)692,2
(受)886
2(*)860,2
(受)1081
2(*)50

2(受)70

2(あ)1219

2(行ツ)272；
2(行上)319
2(*)1040,
2(受)1293

30(し)508

菅野 2495-93 1486-23

2決定

2決定

菅野

菅野
普天間基地爆
音差止訴訟

胆
6紙国

20200902 2決定 匝弓~ﾃ国 菅野

2決定

2決定

2決定

2決定

2決定

2決定

2決定

20201028

20201118

20201209

20210115

20210120

20210324

20210412

20210514

鰹 ， 野々
野
野
野
野
・
野
野

菅
菅
菅
菅
菅
菅
菅

－

－vs国
第二次新横田
基地公害訴訟

１
１
１

6紙

強制連行訴訟

■■段人事件

県知事演奏会
出席公務訴訟

2判決 2(行上)238 菅野

野宅
金支給決定取

罵圃消処分取消請
求本訴,不当
利得返還請求
反訴,不当利･
得返還請求
,査証発給拒否亀．
国家賠償

仮処分命令認
.･可決定に対す
'る抗告に対す
る許可抗告

非認定処分取あん摩学校新

避塑設ｱ詮規制事件
スベスト損害賠

償■■■訴訟

忠アス
ベスト損害賠

心菖設ｱ三
ペスト損害賠

週

囮

剛

371号及び374号

事件につき上告棄
却, ､388号及び13
3号事件につき,原
判決破棄,被上告
人らの控訴棄却

元(受)371，
元(受)374，

元(受)388，2
(受)133

菅野;三浦，
草野,岡村

2判決20210604 菅野

3(オ)872，3
(受)1074

菅野,三浦, ．上告棄却,上告不
草野,岡村受理々

霊:謡･抗告棄却

蕊識上告棄却

灘謡､上告不受理

2決定 函20210901 菅野１
１
１
１2決定 3(許)1820211214 菅野 6紙

3(行ツ)63，7

3，242
2判決20220207 菅野 (意見)草野 6紙

相手方国に関す
る部分は留保

2.決定 3(受)112820220209 菅野

贄
2(オ)483，2
(受)609

2(オ)484,2
(受)610

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

上告棄却､上告不
受理

上告棄却､上告不
受理

2決定

2決定

20220209 菅野

菅野20220209
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（第二小法廷裁判長）、

■■腱設アス

鰯蕊
ベスト損害賠
車建設アス

鱗

愈等議
■■■建設ア

醤該
勲皆
繊守訟
■■■建設ア
スベスト損害賠

囲訴訟

2(オ)485，2
(受)611
2(オ)486,2
(受)612

2(受)614

菅野､三浦、
草野､岡村
菅野､三浦、
草野､岡村．
菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

上告棄却､上告不
受理
上告棄却､上告不
受理

上告不受理

2･決定

2決定

2決定

20220209

20220209

20220209

菅野

菅野

菅野

窒
禧
一
一
国

VS

2決定20220209 3(オ)914 菅野 上告棄却聖

一

VS 蕊議､上書棄却2決定20220209 3(オ)91．5 菅野

：｜
1
画3(*)916，．3

(受)1127
菅野､三浦、上告棄却､上告不
草野､岡村受理

2決定20220209 菅野

｡ ＝

■■■■外4名の
菅野､三浦、請求部分を上告受
草野､岡村理､その余の部分を

上告不受理

3(受)1125，
1126

2決定ｸ0”0209 菅野

等
等
復
復

回
帯
回
帯

状
附
状
附

原
同
原
同

２の

０
１
４
４
３
３
〕
ｊ

受
。
受

く
く
３
３

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

2決定20220302 菅野 上告不受理 6紙

醤
一一

岸P
PGq

M l｡ Vg

国）

2決定20220302 菅野 上告不受理

(I■■に対し)上告
棄却、（国に対し)上
告却下

6紙

2決定20220302 3(オ)948 損害賠償 菅野 6紙

6紙。
同一事件番号の
国に対する部分
につき同日上告
受理の上､期日
指定。

6紙

回

■
■
臣
■
鷹
■
■
博

畿識､上告不受雲
V

2決定20210302 3(受)1165 損害賠償 訴訟 菅野（

国）

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野《岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

菅野､三浦、
草野､岡村

2決定 3(受)1]66 損害賠償
一

20220302 菅野 上告不受理

3(オ)978，3

(受)1203
損害賠償､同
附帯

損害賠償､同
附帯

原状回復等、
同附帯

損害賠償､同
附帯

上告棄却､上告不
受理≦

2決定20220302 菅野 6紙

2決定 3(受)1204

3(才)293の
1，3(受)340
の1

20220302 菅野 上告不受理 6紙

上告棄却も上告不
受理

2決定20?'0302 菅野 6紙

2決定 4(受)46120220330 菅野 上告不受理 5紙
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
（第二小法廷裁判長）、

照
損害賠償､同
附帯

不正競争防止
法違反ほう助業贈賄事件．

|‐雷 蕊識､上告
菅野､､三浦、原判
草野､岡村棄却

上告2決定

2判決

20220330

20220520

4(受)459

2(あ)1135

不受理

原判決破棄控訴

5紙

6紙菅野
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）

、 ダ

竜
■

考
名
名
一蕾蕾
》

徽

紙
紙
沁

紙

紙
一
紙
》
紙
６
６
↑
６

６
心
・
６
－
６

類
‐
、
決
一
・
定
一
定
《
定

詫
涯
謹
苛
轆
・
》
潅
轆
雑
判
決
》
決
》
決

種
職
定
定
定
《
定
決

決
決
・
決
詐
決

判

》
半

溺
２
２
２
２
・
２
２
２
２
２
，
２
？
２
２
２
２
－
２
》
２
．
２

法
》
〆

一
一
一
心

、

４
４
》
２
－
４
：
７

２

６
〃
９
９
９

０

１
５
１
．
０
６
４
７

“
》
副
一
例
．
加

１

２
０
碑
０
０

２

２
２
０
１
１

２

０４

日
扣
扣
㈹
伽
荊
洲
旭
枢
伽
蛇
↑
“
”
昭
０
０
０
頤
０
０

７

７

７
７
７
７

月
柏
・
帽
・
帽
帽
・
帽
拓
帽
打
打
・
灯
何
０
伽
一
町
鐸
帆
“
剛

年
加
加
一
加
々
即
一
ｍ
加
釦
加
加
釦
印
加
２
２
－
２
２
、
２

や
●

一
睡
一
歴

圃
圃

腿
一
噸

VS

VS

V

一一一
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官主要関与裁判一覧表
(第二小法廷裁判長以外の関与事件）
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菅野裁判官在任中の終局事件数(大法廷･第二小法廷）

(注1)数値は､最高裁裁判部において集計した概数である。

(注2)ご就任日(平成28年9月5日)から令和4年5月31日までに終局した事件数であり，
れていない事件も含まれる。

関与さ

1民事･行政事件

2刑事事件

3裁判官分限事件 2件

事件の種類 民･行 大法廷 第二小法廷 小計 合計

上告
民事㈱

行政⑧

1

50

3054

651

3055

701

3756

上告受理
民事圏

行政②

3

5

3748

794

3751

799

4550

うち
並行申立

民事

行政

1

2

2668

542

2669

544

3213

うち

判決件数

民事

行政

3

55

39

39

42

94

136

事件の種類 民･行 大法廷 第二小法廷 小計 合計

特別上告
民事(ﾃ）

行噸

0

0

128

0

128

0

128

事件の種類 民･行 大法廷 第二小法廷
9

小計 合計

特別抗告
民事(ｸ）

行政㈲

3

0

2230

185

2233

185

2418

許可抗告
民事開

行政⑧

1

0

47

4
十

48

4

52

うち
並行申立

民事

行政

0

0

27

2

27

2

29

事件の種類 大法廷 第二小法廷 合計

上告 2 3566 3568

上告受理 0 44 44

特別抗告 0 1747 1747



菅野裁判官関与事件の判例集。裁判集登載件数

(含む登載予定）(注） 令和4年5月分までの判例集及び裁判集の登載件数

※ご就任日は平成28年9月5日です。

【民事？行政事件】

1 判例集登載判例

(1)裁判長事件

（2） 意見あり

（意見の内訳）

反対意見

補足意見

意 見

ｊ
ｊ
ｊ

件
件
件

９
０
１

大法廷事件

大法廷事件

大法廷事件

(うち，

(うち，
｡ 【

(うち，

件
件
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６
１
２

４
１

0件）

1件）

0件）

大法廷事件
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件
件
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０
２
０

(うち，

(うち，
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5件）

0件）

0件）

大法廷事件

大法廷事件

大法廷事件

件
．
件
件

０
６
１

２ (うち，

(うち，

(うち，

2裁判集（民事）登載判例

(1)裁判長事件

（2） 意見あり

（意見の内訳）

反対意見

補足意見

意 見

大法廷事件

大法廷事件

大法廷事件

0件）

0件）

0件）

件
件
件

０
１
０

(うち，

(うち，

(うち，

【刑事事件】

1 判例集登載判例

（1）裁判長事件

（2） 意見あり

（意見の内訳）

反対意見

補足意見

意 見

大法廷事件

大法廷事件

大法廷事件

2件）

0件）

0件）

件
件
件

２
６
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２ (うち，
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0件）
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. 、
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2裁判集（刑事）登載判例

（1）裁判長事件

（2） 意見あり ・

（意見の内訳）

反対意見

補足意見

意 見

件
件
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１
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(参考一判例集及び裁判集の刊行状況）

判例集以下のとおり刊行済み。

75巻8号(令和3年8月～10月分)まで



、74巻索引まで

裁判集以下のとおり.刊行済み。
民事266号伶和3年6月～12月分)まで

刑事329号(令和3年1．月～12月分)まで

※刊行予定

・ ず令和4年7月中旬予定

. 、令和型年8月中旬予定
・ ・令和4年9月中旬予定

・ ・令和4年10月中旬予定
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最高裁判所判事

菅野博之（かんのひろゆき）

(昭和27年7月3日生） 、

億雪0句
色メ
マ

マ聖 f
や
』

心
‐
齢

＃三

略歴

昭和53年東北大学法学部卒業

昭和53年司法修習生

昭和55年判事補任官

その後，東京地裁，最高裁行政局，東京地裁，釧路家地裁,同根室支部，東

京地裁において勤務

平成2年 東京地裁判事

平成3年 札幌地家裁判事

平成7年 最高裁調査官

平成12年東京高裁判事

平成14年東京地裁判事部総括

平成24年 水戸地裁所長

平成26年東京高裁判事部総括

平成27年大阪高裁長官

平成28年9月5日最高裁判所判事

信条，趣味など



I

裁判官としての心構え

裁判では，意識的に複数の視点から見直してみるように心懸けています。

たとえば，理屈中心の考え方，経験則を加味した考え方，更に実質的な考

え方，あるいはAさんからの見方, Bさんからの見方など，異なる方向から

検討し，かつ， できる限りそれをロに出して，別な人の批判も仰ぎながら

判断したいということを考えてま,いりました｡

好きな言葉
、

誠実，共感 》

0

印象に残った本

子供の頃以来, SFマニアを自称しております。好きな作家や作品は枚挙

に暇がないのですが, JGバラードの「沈んだ世界」， スタニスワフレムの

「ソラリス」， レイブラッドベリの「10月はだそがれの国」などが特に好き

ですdSFではありませんが， 「レミゼラブル」は,若い時，判事補の時，そ

の後と，全巻通読してみるたびに違うことを考えさせてくれる本と思いま

す。

趣味

趣味は音楽と読書です。音楽は,クラシックも好きですが，それ以上に，

シャンソンやカンツオ､－ネが好きです｡自分で口ずさむのなら，北海道育

ちのせいか，ロシア民謡が好きです。でも， 日本の民謡やニューミュージ

ックも大好きですし， ジャンルにこだわりはありませ･ん6読書は, SF,経

済，科学；歴史，英国の小説等，色々な分野に興味があります。
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【民事裁判】

菅野博之裁判官の関与事件

【大法廷事件】

遺産分割事件決定

最大決平成28年12月19日・民集70巻8号2121頁

＊共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれ

も、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分

割の対象となるとして、従来の判例を変更した決定。菅野裁判官は､相続法

改正をめぐる議論にも影響を及ぼすこととなった多数意見の形成に寄与され

1

《

た。

NHK受信料事件判決

最大判平成29年12月6日・民集71巻10号1817頁

* NHKの受信料徴収に関し、受信契約締結義務を定めた放送法64条1項

の意義、その合憲性、契約成立により発生する債権の範囲、その消滅時効の

起算点という多岐にわたる争点について判断を示し、公共放送の受信料徴収

という広く国民に影響が及ぶ問題の基本部分に決着をつけた判決d菅野裁判

官は、承諾を命ずる判決の確定による受信契約の成立と受信料支払義務の発

生との関係等について詳細な共同補足意見を述べられた。

2

【第二小法廷での主任事件】

3詐害行為取消事件判決

最二小判平成30年12月14日・民集72巻6号1101頁

＊詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済み金員相当額の

支払債務が履行遅滞となる時期について、訴状送達の翌日であるとの判断を



、

示した判決。学説及び裁判例の見解が分かれ、債権法改正の際にも立法的解

決がされるには至らなかった問題について決着をつけたものであり、理論的

にも実務的にも重要な意義を有する。菅野裁判官は、主任裁判官と‘して審議

をまとめ、適切な判断の形成に大きな役割を果たされた｡

再転相続事件判決

最二小判令和元年8，月9日 ・民集73巻3号293頁

＊民法916条にいう 「その者の相続人が自己のために相続の開始があった

ことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人

が、当該死亡者からの相続により、 自らが第1次相続における相続人として

の地位を承継した事実を知ったときをいうとの判断を示した判決。再転相続

における同条の解釈について、通説である第2次相続基準説ではなく、第1

次相続基準説によるべきことを明らかにした社会的な影響の大きい判断であ

る。菅野裁判官は、主任裁判官として審議をリードして全員一致の意見へと

導かれた。

4

諫早湾請求異議事件判決

最二小判令和元年9月13日・裁判集民事262号89頁

＊諌早湾開門請求を認容した確定判決による強制執行の不許を求める請求異

議訴訟において、漁業権の存続期間の経過に係る形式的な請求異議事由を認

めた原審の判断には明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄して原審

に差し戻した判決｡社会的に大きな関心を集めた判決であり、実務酌にも重

要な意義を有する。菅野裁判官は、主任裁判官として審議をまとめられると

ともに、法廷意見が差戻しの判断をした趣旨を具体的に敷術する補足意見を

述べられた。

5



、

【行政・労働事件】

菅野裁判官が関与された行政・労働事件の代表例

【大法廷事件】

1 平成30年~12月19日大法廷判決〔平成29年衆院選定数訴訟](民

集）

平成29年に実施された衆議院議員総選挙に関する定数訴訟について、

小選挙区選挙の選､挙区割りが違憲状態にあるとした平成23年大法廷判決

後の国会の立法的措置によって選挙制度の整備が実現され、上記選挙当時

において選挙区割りが違憲状態にあったものとはいえないとする多数意見

の形成に寄与された。

2 令和4年5月25日大法廷判決〔在外日本人国民審査権違憲訴訟〕（民

集予･定）

在外国民が最高裁判所裁判官の国民審査で投票できないことが違憲であ

るとして〈平成29年衆院選に際､して行われた国民審査において投票でき

なかった原告らの国家賠償請求を認めるとともに、現在も在外国民である

原告につき次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法で

あることの確認請求を認めた判決。憲法上重要な意義を有する法律問題に

ついて全員一致の法廷意見の形成に寄与されたb

【第二小法廷事件】

3 平成30年1 1月16日第二小法廷判決〔神奈川県蟻会政務活動費住

民訴訟〕 （民集）裁判長

収支報告書に記載された政務調査費の支出の一部が使途基準に合致しな

い場合等に交付額との関係でどの範囲で不当利得返還義務が生ずるかにつ

いて判断を示した判決｡飽くまでも神奈川県条例に関する判断ではあるが芯

同種の規律をする条例が多数あり、実務上重要な意義を有する。裁判長と

して審議をリードされ、全員一致の判断の形成に寄与された。

1



4 令和4年2月7日第二小法廷判決〔あはき師法違憲訴訟〕 （民集予定）

裁判長

視覚障害者を保護するという目的のため､‘視覚障害者以外の者を対象と

するあん摩マッサージ指圧師の養成施設を認定しないことができる旨のあ

はき師法の規定が、憲法22条1項に違反しないとした判決｡裁判長とし

て審議をリードされ、憲法22条1項に関する重要な憲法判断の形成に寄

与された。

5 平成28年12月20日第二小法廷判決〔辺野古不作為違法確認請求

事件〕 （民集）

国交大臣による是正の指示がされたものの、沖縄県知事が公有水面埋立

て承認の取消しを同指示に従って取り消さないことが違法であることの確

認請求を認めた判決。普天間飛行場の辺野古への移設に係る沖縄県と国と

の一連の法的紛争の発端となった事件6社会的、政治的に重要な問題であ

るとして注目される中、地方自治法上の国の関与に関する訴えに係る実務

において重要な意義を有する判断を全員一致で示された。

6 平成30年6月1日第二小法廷判決〔長澤運輸事件] (民集）

無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違について労働契約

法旧20条違反が争われた事案。同日言い渡されたハマキョウレックス事

件と共に、最高裁として初めて同条に関する判断を示したものであって、

基本的な論点や判断方法について当:審の考え方を示して具体的なあてはめ

を行ったものであり、その後の同種事案の指針を示した理論的、実務的に

極めて重要な判断。全員一致の意見の形成に寄与された。
１

b

2



菅野博之裁判官が関与された主要刑事判例

【小法廷事件】

1 最二小平成29年4月26日決定・刑集71巻4号275頁

行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合《侵害の急迫性の要件

については、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検

討すべきであり、事案に応じ、行為者と相手方どの従前の関係、予期された侵

害の内容､侵害の予期の程度､侵害回避の容易性侵害場所に出向く必要性､“
侵害場所にとどまる相当性、対抗行為の準備の状況（特に、凶器の準備の有無

や準備した凶器の性状等)、実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同、

行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し、緊急状況の下

で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに私人による対

抗行為を許容した刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場

合には､侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである、 とした。

2最二小平成30年3月19日判決・刑集72巻1号1頁

①刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は、老年者、幼

年者、身体障害者又は病者につきその生存のために特定の保護行為を必要と

する状況（要保護状況）が存在することを前提として、その者の生存に必要な

保護行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを

意味する､②低栄養に基づく衰弱により死亡した被告人の子（当時3歳)‘に対

まる保護責任者遺棄致死被告事件について、被告人において$乳児重症型先天
性ミオパチーにり患している等の子の特性に鑑みると、子が一定の保護行為

を必要とする状態にあることを認識していたとするには合理的疑いがあると

して被告人を無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、 ’第1

審判決の評価が不合理であるとする説得的な論拠を示しているとはいい難く、

第1審判決とは別の見方もあり得ることを示したにとど．ま'っていて、第1審

判決が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものと

は、いえず、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号

により破棄を免れない、③保護責任者遺棄致死罪として起訴されて公判前整

理手続に付‘され、検察官が《公判前整理手続期日において､公判審理の進行に

よっては過失致死罪又は重過失致死罪の訴因を追加する可能性があると釈明

をするなどした後､裁判員の参加する合議体により審理が行われ､第1審裁判

所の裁判長が、証拠調べ終了後の公判期日において、検察官に対して訴因変更

の予定の有無につき釈明を求めたところ、検察官がその予定はない旨答えた

などの訴訟経緯､本件事案の性質・内容等に照らすと、第1審裁判所としては、

検察官に対して、上記のような求釈明によって事実上訴因変更を促したこと



によりその訴訟法上の義務を尽｜くしたものというべきであり、更に進んで、検

察官に対し、訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務を有するもの

ではない、 とした。

3 最二小令和2年9月30日決定・刑集74巻6号669頁
①他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途

中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じ

たとは認められない場合、その傷害を生じさせた者を知ることができなし〉と

きは、刑法207条の適用により後行者は当該傷害についての責任を免れな

い､②他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が

途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生

じたとは認められない場合に、刑法20:7条の適用により後行者に対して'当
該傷害についての責任を問い得るのは､後行者の加えた暴行が当該傷害を生

じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる､・ とした6

4最二小令和4年4月18日判決・裁判所時報178‘9号2頁

農地の所有者たる譲渡人と譲受人との間で農地の売買契約が締結されたが、

譲受人の委託に基づき、第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され､
当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該

I ・

土地を不法に領得したときは、 当該第三者に刑法252条1項の横領罪が成

立する、 とした｡

5 最二小令和4年5月20日判決。裁判所時報予定

外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪につ

いて､被告人の地位及び立場､被告人が同供与に関する相談を受けるに至った

経緯及び.これに対する被告人の言動並びにその相談後に同供与が実行された

という経過等を総合考慮して、被告人が同供与を了承し、これを実行する意思

決定に関与したとして共謀の成立を認めた第’審判決に事実誤認があるとし

た原判決は、共謀を基礎付ける事実関係となる上記の諸事情に対する評価を

十分示さないま鶉主として同供与を積極的に容認する意思の有無という観

点から検討し、第1審判決の認定が不合理であるとする説得的な論拠を示し

ていないなど、第1，審判決が論理則､経験則等に照らして不合理であることを

十分に示したものとはいえず、 ‘刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があ

り、同法411条1号により破棄を免れない、 とした。



『

○遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許

可抗告事件 （言鶏瀬矢鶏菫破棄差戻し）
【抗告人】籍掌会索立人x代理人久保井一匡ほか

【相手方】震藪相手方Y代理人米倉裕樹ほか
【原々審】 大阪家庭裁判所平成26年12月5日審判

【原割大阪高等裁判所平成27年3月24日決定

O判示事項

共同相続された普通預金債権； 通常貯金債権及び定期貯金債
権は遺産分割の対象となるか

O決定要旨

共同相続された普通預金債権， 通常貯金債権及び定期貯金債
権は, いずれも, 相続開始と同時に当然に相続分に応じて分
割されることはなく)遺産分割の対象となる。

（補足意見及び意見がある｡）

【参照】民法264条この節の規定は，数人で所有権以外の財産権を有する

場合について準用する。ただし，法令に特別の定めがあるときは， この限

りでない。

同法427条数人の債権者又は債務者がある場合において，別段の意思表示
がないときは,各債権者又は各債務者は，それぞれ等しい割合で権利を有

し，又は義務を負う。

同法898条相続人が数人あるときは，相続財産は，その共有に属する。

同法907条共同相続人は，次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合

を除き,いつでも，その協議で，遺産の分割をすることができる｡

2遺産の分割について，共同相続人間に協議が調わないとき，又は協議を

することができないときは,各共同相続人は，その分割を家庭裁判所に請
求する．ことができる。

3前項の場合において特別の事由があるときは，家庭裁判所は，期間を定

めて，遺産の全部又は一部について“その分割を禁ずるごとができる。

O主 文

原決定を破棄する。

民集70巻8号2121 （329）



本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

○理 由

抗告代理人久保井一匡ほかの抗告理由について

1 本件は,Aの共同相続人である抗告人と相手方との間における

Aの遺産の分割申立て事件である。

2原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

（1）抗告人は, Aの弟の子であり,Aの養子である。相手方は,A

の妹でありAと養子縁組をしたB(平成14年死亡）の子である。

(2)Aは,平成24年3月△日に死亡した。Aの法定相続人はp '抗

告人及び相手方である。

(3)Aは，原々審判別紙遺産目録記載の不動産（価額は合計258

万1995円。以下「本件不動産」という｡）のほかに, :別紙預貯金目

録記載の預貯金債権(以下｢本件預貯金｣と総称する｡)を有していた。

抗告人と相手方との間で本件預貯金を遺産分割の対象に含める合意は

されていない。

Bは,Aから約5500万円の贈与を受けており， これは相手方の

特別受益に当たる。

3原審は，上記事実関係等の下において，本件預貯金は，相続開

始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し，相続人全員の

合意がない限り遺産分割の対象とならないなどとした上で，抗告人が

本件不動産を取得すべきものとした。

4しかしながら，原審の上記判断は是認することができない｡;そ

の理由は，次のとおりである。

（1）相続人が数人ある場合,各共同相続人は，相続開始の時から被

相続人の権利義務を承継するが，相続開始とともに共同相続人の共有

に属することとなる相続財産についてはj相続分に応じた共有関係の

解消をする手続を経ることとなる（民法896条898条， 899
0
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条)bそして，この場合の共有が基本的には同法249条以下に規定す

る共有と性質を異にするものでないとはいえ(最高裁昭和28年(オ）

第163号同30年5月31日第三小法廷判決・民集9巻6号793

頁参照)，この共有関係を協議によらずに解消するには,通常の共有物

分割訴訟ではなく，遺産全体の価値を総合的に把握し，各共同相続人

の事情を考慮して行うべく特別に設けられた裁判手続である遺産分割

審判（同法906条, 907条2項）によるべきものとされており（最

高裁昭和47年（オ)第121号同50年11月7日第二小法廷判決・

民集29巻10号1525頁参照)，また，その手続において基準とな

る相続分は,特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である(同

法903条から904条の2まで)。このように,遺産分割の仕組みは，

被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図る

ことを旨とするものであることから，一般的には，遺産分割において

は被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく， ま

た，遺産分割手続を行う実務上の観点からは，現金のように，評価に

ついての不確定要素が少なく，具体的な遺産分割の方法を定めるに当

たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請

も広く存在することがうかがわれる。

ところで，具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資

する財産であるという点においては,本件で問題とされている預貯金

が現金に近いものとして想起される。預貯金契約は，消費寄託の性質

を有するものであるが，預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき

事務には，預貯金の返還だけでなく，振込入金の受入れ，各種料金の

自動支払，定期預金の自動継続処理等，委任事務ないし準委任事務の

性質を有するものも多く含まれている（最高裁平成19年（受）第1

919号同21年1月22日第一小法廷判決･民集63巻1号228

頁参照)。そして， これを前提として，普通預金口座等が賃金や各種年
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金給付等の受領のために一般的に利用されるほか，公共料金やクレジ

ット､カード等の支払のための口座振替が広く利用され，定期預金等に

ついても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど，預貯金

は決済手段としての性格を強めてきている。また，一般的な預貯金に

ついては，預金保険等によって一定額の元本及びこれに対応する利息

の支払が担保されている上(預金保険法第3章第3節等)，その払戻手

続は簡易であって，金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過

を開示すべき義務を負うこと､ (前掲最高裁平成21年1月22日第一

小法廷判決参照）などから預貯金債権の存否及びその額が争われる事

態は多くなく，預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下

することはないと考えられる。このようなことから,預貯金は，預金

者においても,確実かつ簡易に換価することができるという点で現金

との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているとい

える。 、

共同相続の場合において，一般の可分債権が相続開始と同時に当然
イ ･

に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら, ,遺産分割

手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという

運用が実務上広く行われてきているが， これも，以上のような事情を

背景とするものであると解される。

(2) そこで）以上のような観点を踏まえて，改めて本件預貯金の内

容及び性質を子細にみつつ，相続人全員の合意の有無にかかわらずこ

れを遺産分割の対象とすることができるか否かにつき検討する。

アまず，別紙預貯金目録記載1から3まで， 5及び6の各預貯金

債権について検討する。

普通預金契約及び通常貯金契約は，一旦契約を締結して口座を開設

すると,以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることがで

きる継続的取引契約であり， 口座に入金が行われるたびにその額につ
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いての消費寄託契約が成立するが，その結果発生した預貯金債権は，

口座の既存の預貯金債権と合算され， 1個の預貯金債権として扱われ

るものである。また，普通預金契約及び通常貯金契約は預貯金残高が

零になっても存続し，その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金

債権が発生する。 このように，普通預金債権及び通常貯金債権は，い

ずれも， 1個の債権として同一性を保持しながら，常にその残高が変

動し得るものである。そして， この理は，預金者が死亡した場合にお

いても異ならないというべきである。すなわち，預金者が死亡するこ

とにより，普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属す

るに至るところ,その帰属の態様について検討すると,上記各債権は，

口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同

相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り，同一性を保持しながら

常にその残高が変動し得るものと,して存在し，各共同相続人に確定額

の債権として分割されることはないと解される。そして，相続開始時

における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが，

預貯金契約が終了していない以上,その額は観念的なものにすぎない

というべきである。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に

相続分に応じて分割され，その後口座に入金が行われるたびに，各共

同相続人に分割されて帰属した既存の残高に；入金額を相続分に応じ

て分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは，預貯

金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり，その合理的意思に

も反するとすらいえよう。

イ次に,別紙預貯金目録記載4の定期貯金債権について検討する。

定期貯金の前身である定期郵便貯金につき，郵便貯金法は，一定の

預入期間を定め,その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を

一時に預入するものと定め（7条1項4号),原則として預入期間が経

過した後でなければ貯金を払い戻すことができず，例外的に預入期間
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